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食品ロス削減に関する意見交換会 取りまとめ 

 

平成２６年３月２６日 

 

１．はじめに 

（１）検討の趣旨 

・ 我が国では、年間約１，７００万トンの食品廃棄物が排出される。このうち、

食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間約５００～８００

万トンと試算され、この数字は、日本の水稲の年間生産量に匹敵する。 

・ 日本の食料消費において「もったいない」状況が生じている一方、ＦＡＯ（国

際連合食糧農業機関）の報告によれば、世界人口の約８人に１人が栄養不足の状

況にあるとされている。 

・ このような状況の下、食品産業では、食品廃棄物の発生抑制の重要性が高い業

種について食品リサイクル法に基づく「発生抑制の目標値」を設定するとともに、

食品関連事業者が連携し、食品ロスの要因の一つとされる過剰在庫や返品などの

商取引慣行の見直しが始まっている。 

・ 一方、手つかずのまま捨てられる食品（手つかず食品）や食べ残し、過剰除去

など、食品ロスの約半分が家庭から排出されていると試算されている。また、食

品関連事業者における食品ロスの背景として、消費者の過度な鮮度や品質に対す

る意識が指摘されることもある。 

・ したがって、消費者としても、食品ロス削減を食品関連事業者任せにするので

はなく、消費者一人一人が食品ロスの現状やその削減の必要性についての認識を

深め、自ら主体的に取り組むことが不可欠である。 

・ 本意見交換会は、以上の問題意識の下、行政が消費者団体などと協力しながら

消費者に対する普及啓発を行う際に参考となる効果的な方策などについて検討

し、取りまとめを行った。 

 

（２）消費者に期待される役割 

 ① 消費者基本法に規定する消費者 

・ 消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）は、第７条第１項において「消費

者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な

情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」と、

また、同条第２項において「消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的

財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。」と規定してい

る。  

・ 食品関連事業者及び家庭から発生する食品ロスは、日々の消費生活と密接な

食に関わる問題である。また、食品ロスの削減は、大切な資源の有効活用を通

じて環境の保全に資するものでもある。 

・ したがって、消費者には、自ら進んで食品ロスの現状や課題、食品関連事業

者の取組などについて学び、食品ロスの削減のために日常生活の中で身近なと
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ころから行動に移していくことが期待される。 

 ② 消費者市民社会の視点 

  ・ 平成２４年に、消費者教育の総合的・一体的な推進等を目的とした「消費者

教育の推進に関する法律」（以下「消費者教育推進法」という。）が施行され、

平成２５年には、同法に基づき、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（以

下「基本方針」という。）が閣議決定された。 

・ 消費者教育とは、「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関す

る教育」であり、「消費者が、消費者市民社会（消費者自らの消費行動が、現在

及び将来にわたる内外の社会経済情勢や地球環境に影響を及ぼすことを自覚し、

公正で持続可能な社会の形成に参画する社会）の重要性の理解を深める教育を

含む」とされている。 

・ 食品ロスについての理解を深めることは、まさに消費者教育の実践といえる

ことから、基本方針において、環境教育、食育及び国際理解教育に関連する施

策との連携を示すとともに、平成２５年に公表した「消費者教育の体系イメー

ジマップ」においても、食品ロスの削減が「持続可能な消費の実現」の例とさ

れている。 

・ このような主体的に消費者市民社会の形成に参画する消費者を育成するとい

う消費者教育の観点からも、食品ロスに関する普及啓発方策の検討は有効であ

ると考える。 

 

２．食品ロスの現状など 

（１）日本における食品ロスの現状 

①  日本全体 

・ 日本全国では、年間約１，７００万トンの食品廃棄物が排出され、このうち、

食品ロスは年間約５００～８００万トンであり、食品ロスの約半分は一般家庭

から排出されていると試算されている。（※農林水産省試算(平成２２年度推

計)） 

②  消費者側（家庭及び外食時） 

 ・ 京都市の例では、家庭における食品廃棄物の内訳は、調理くず（約５６％）、

食べ残し（約３８％）、その他（約５．５％）であり、このうち、主に食べ残し

が食品ロスに該当すると考えられる。（※平成１９年度京都市家庭ごみ組成調

査） 

・ 家庭における１人当たりの食品ロス量は、年間約１５ｋｇと試算される。ま

た、食品ロス率（食品使用量に占める食品ロスの割合）は、３．７％であり、

家族構成別では単身世帯、年齢別では高齢者、食品別では野菜や果物が高い。（※

農林水産省「食品ロス統計調査」（平成２１年度）） 

・ 家庭における食品ロスの発生要因としては、 過剰除去（皮を厚くむき過ぎた

り、脂っこい部分など調理せずに取り除いたりすること）、食べ残し（作り過ぎ

て食べ残された料理）、直接廃棄（冷蔵庫等に入れたまま期限切れとなった食品）

が考えられる。 
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・ 外食時における食べ残しの割合について、宿泊施設では１４．８％、結婚披

露宴では１３．７％、宴会では１０．７％、食堂･レストランでは３．２％。（※

農林水産省「食品ロス統計調査」（平成２１年度）） 

③ 食品関連事業者側 

・ 食品産業における食品ロスの内訳については、販売・流通段階での売れ残り、

製造過程等における規格外品の発生、外食における客の食べ残し、製造・流通

段階での仕込み過ぎなどが挙げられている。（※「食品ロスの現状とその削減に

向けた対応方向について」（農林水産省「食品ロスの削減に向けた検討会」報告）

（平成２０年１２月）） 

・ 食品製造業における食品ロスについては、食品流通業との取引の結果発生す

るもの、食品流通業における食品ロスについては、主に流通・調理・販売の過

程で発生する過剰在庫品・破損品、売れ残りなど、外食産業における食品ロス

については、調理・飲食、販売の過程での食べ残しなどが挙げられている。（※

農林水産省、環境省「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ＷＧ報告書」（平成

２４年１月）） 

・ 消費者の過度な鮮度志向があることも否定できない。（※農林水産省、環境省

「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ＷＧ報告書」（平成２４年１月農林水産

省、環境省）） 

④ その他 

①～③のとおり、食品ロスを全国で数量的に捉えたデータはあるものの、金額

的に捉えたデータはない。なお、一部の地方公共団体において算出したデータが

数件あり、一例として京都市の推計によれば、家庭（４人家族）当たり、年間約

６万円に相当するとのことである。 

なお、以上のほか、消費者と食品ロスの発生との間の関係として、例えば以下

のようなことも考えられる。 

・ 消費者が小売店に対し、品切れを起こさないよう求める傾向があること 

・ 消費者に規格や品質をそろえた食品を提供するため、食品の加工段階で多く

の食品ロス（規格外の食品、味や安全性に問題はないが、見た目に若干のばら

つきがある食品など）が発生していること 

・ 消費者の過度な品質基準についての要求が食品ロスの発生につながっている

面もあると考えられること 

・ 外食に対しては、消費者はグルメ志向を持つ一方、分量が多い店が良い店と

いった風潮もあること 

 

（２）世界における食品廃棄物の現状 

  ・ 先進国では消費の段階で食品廃棄物が多く発生している。（※ＦＡＯ（国際連

合食糧農業機関)「Global Food Loss and Food Waste」（２０１１年)） 

  ・ 日本は他の先進国と比較すると発生量は少ない（年間一人当たりの食品廃棄

物量：日本１３４㎏、ドイツ約１３５㎏、米国１７９㎏、英国約２２５㎏、フ

ランス約３５２㎏）。（※平成２５年７月３１日 食料・農業・農村政策審議会食
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料産業部会食品リサイクル小委員会（第９回）及び中央環境審議会循環型社会

部会食品リサイクル専門委員会（第７回）合同会合（第７回）における資料１

「各国における食品リサイクル等の実施状況」） 

 

（３）消費者の意識 

対象者などが限られた調査が多いため、あくまで参考情報とすべきものではあ

るが、食品ロスに関する最近の調査としては、以下のものがある。 

 ① 消費者庁の「消費者意識基本調査」（平成２５年２月調査）において、食品ロ

スについてアンケート調査を行ったところ、以下のような結果が得られた。 

  （食品ロスという問題を知っているか） 

    ・知っている（よく知っている＋ある程度知っている）：６８．７％ 

    ・知らない(あまり知らない＋ほとんど・全く知らない)：３０．６％ 

  （食品ロスを軽減するために取り組んでいること（上位５回答）） 

    ・残さず食べる：６６．２％ 

    ・「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、見た目や臭い等により、

五感で食べられるか判断する：６２．６％ 

    ・飲食店等で注文し過ぎない：４２．７％ 

    ・食品を無駄にしないよう、日頃から「消費期限」を把握する：４１．５％ 

      ・日頃から冷蔵庫等食材の種類・量を確認する：３８．５％ 

 ② 内閣府の「青少年意見募集事業」（平成２５年８月～９月実施）において食品

ロスについてアンケート調査を行ったところ、以下のような結果が得られた。 

（食品ロスの現状に関する認知度等について） 

・「食品ロス」という言葉を知らない：３６．８％ 

・購入した食品を食べないまま捨ててしまうことがよくある：６．４％ 

・食品の期限表示には「賞味期限」と「消費期限」の２種類があることを知

っているが、それぞれの表示の意味の違いを知らない：１５．８％  

・飲食店で食べ残すことがよくある：７．６％ 

（家庭における工夫（上位３回答）） 

   ・食べられる分だけ作る･買う：２９．１％ 

   ・まとめ買いをしない：２３．５％ 

   ・適切な在庫管理を行う：１７．３％ 

（外食時における工夫（上位３回答）） 

   ・注文し過ぎない：４４．６％ 

   ・同じメニューでもボリュームを選べるようにする：２１．５％ 

   ・客の責任で食べ残しを持ち帰る：１３．８％ 

③ 農林水産省の「平成２５年度食品産業の地球温暖化・省エネルギー対策促進事

業」において行った市民インターネット座談会（平成２５年１０月～１１月実

施）における意見のまとめとして、以下の点が指摘されている。 

・ 消費期限と賞味期限の違いを理解した上で、賞味期限については自分の五感 

で判断する人が多い。  
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・ 最終的に消費する時点ではあまり期限は気にしないが、買う際は気にして期

限の長い方を買う、といった多少矛盾した消費者の心理が見てとれた。商品を

買うときは期限しか違いがないために“お得感”で期限の長い方を選ぶが、実

際はそれほど期限に重きを置いていないため、家では期限切れでも平気で食べ

ているという実態が見てとれた。  

・ 賞味期限が今より近い食品が店頭に並ぶことに対しては、無条件あるいは値

引きなどの条件付きで賛成する意見が多かった。  

なお、農林水産省の「食品ロス統計調査」においても、世帯における食品の食

べ残しや廃棄を行った理由について質問する項目があるため、今後も消費者の

食品ロスに関する意識を継続的に把握していく必要があると考える。 

 

３．普及啓発に当たっての基本的な視点 

（１）食品ロス問題の捉え方・留意点 

・ 食品ロスは、食品関連事業者及び消費者の各段階から発生しており、その削

減は、製造、流通、販売、消費に至るフードチェーン全体で取り組むべき課題

である。 

・ また、食品ロスの問題は、食料資源の有効活用という問題のみならず、食料

の廃棄に必要となる行政コスト、エネルギー及び世界の食料需給など、直接・

間接に家計に影響し得るものでもある。 

・ 行政は、消費者に対する普及啓発を行ってはいるものの、食品ロスの削減に

ついて意識している消費者は多数とはいえない状況である。 

・ 行政が食品ロスの普及啓発を実施するに当たっては、精神論のみで行うので

はなく、食品関連事業者、消費者双方の協力を得ながら食品ロスの発生状況や

発生の仕組みなどを把握し、それらを大局的に捉えて行うことが必要である。 

・ その上で、消費者が食品ロスの問題を自らの日常生活や家計に容易に置き換

えて考えられるよう、消費者が共感できる情報を分かりやすく発信していく工

夫が求められる。 

・ 食料自給率向上や地産地消など「食」に関係する活動、世帯人員の減少に応

じた小売店における少量パックの提供の動きなどと、食品ロスの普及啓発とを

リンクさせることも考えられる。 

 

（２）普及啓発の対象 

・ 当面は、国民全体を対象に、食品ロスの認知度を向上することを目的とした

問題提起型の普及啓発を行っていく必要がある。 

・ その際、属性に合わせた情報提供を工夫する（年齢、性別など）。また、ク

イズ・啓発ソング・擬人化キャラクターなどを活用した子どもへの啓発により

親を始めとした家庭内への波及を目指すことも効果的と考える。 

・ 最終的に、国民全体の関心を喚起するとともに、先駆的に食品ロス削減に取

り組む層の開拓を目指す。 
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（３）啓発内容に関する工夫 

・ 「食品ロス」の用語だけでは消費者にイメージしてもらうことが難しい面が

あるため、可視化して伝えていく必要がある。 

・ 具体的には、インパクトのある表現、画像や動画などの使用、Ｑ＆Ａなどを

活用しながら、分かりやすい問題提起と説明を行う。ある程度、消費者に伝え

るべき項目を絞って普及啓発を行うことも考えられる（例えば、「食品ロス削

減のための１０か条」など）。 

・ また、食品ロスの削減に向けて行動することによる個人や家計、経済社会へ

のメリットも説明し、日常の消費生活における消費者一人一人の選択や配慮が

社会や環境に影響を与え得ることについての理解を深める。 

・ これらにより、食品ロスに対する認識や食品ロス削減に向けた行動への意識

を高めつつ、日常生活の中で楽しく取り組めるようなキャンペーンなどを行う

（一定期間ごとの「クリーンアップ週間（冷蔵庫内などの確認と消費を促す）」、

宴会が増える時期の「食べ切り運動（食べられる分量の注文、幹事からの呼び

掛けなどにより食べ残しを減らす）」ほか季節に応じたものなど）。 

・ 東日本大震災の経験、平成２６年４月の消費税率引上げなどに伴い食料を備

蓄している消費者に対して、計画的な消費を呼び掛けることも、食品ロスにさ

せないという観点からは有効と考えられる。 

 

（４）目標設定の必要性 

・ 政府が「食品ロス削減国民運動（NO-FOODLOSS PROJECT）」を進めるに当たり、

目標設定を行うことが有効と考えられる。目標としては、食品ロスの発生量、

食品ロス問題の認知度、食品ロスの削減に向けて取り組む人・団体の数など、

様々なものが考えられる。 

・ 政府の統計調査である農林水産省の「食品ロス統計調査」は、平成２１年度

が最新であり、次回は平成２６年度を予定している。このため、数値目標を設

定し、食品ロスの削減などを呼び掛けたとしても、調査頻度から効果検証が難

しい。 

・ 消費者庁が毎年実施している「消費者意識基本調査」は、食品ロス問題の認

知度を調べており、回答者は消費者行政に関心があると考えられる点を考慮す

る必要はあるが、指標として用い得る。 

・ 平成２５年２月の「消費者意識基本調査」では、食品ロス問題について「知

っている」の割合が６８．７％（「よく知っている」１７．４％と「ある程度

知っている」５１．２％との合計）、「知らない」の割合が３０．６％（「あま

り知らない」２２．１％と「ほとんど・全く知らない」８．５％との合計）と

なっている。 

・ 平成２６年度は、集中的な認知度向上に努めることにより、「消費者意識基

本調査」の「知らない」層から「知っている」層へ１０ポイント程度の移行を

目指してはどうか。 

※目標値：６８．７％（平成２５年２月調査)→８０％（平成２７年) 
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４．普及啓発の方向性 

（１）家庭における啓発 

・ 家庭においては、「食品ロス」の認知度向上に加えて、画像などでイメージ

をつかみやすい「手つかず食品の廃棄」や「食べ残し」の削減について啓発し

ていく。 

・ 賞味期限について、「限る」という表記が誤解を招き得るため検討が必要と

の意見があった一方、意味の理解が大切との意見もあった。このため、食品の

期限表示（賞味期限・消費期限）の意味について、平易な言葉を用いて言い換

えるなどして、分かりやすく説明を行うことにより意味の定着を図ることが望

ましい。（例えば、賞味期限を「食べ頃の期限・期間」、「おいしい期限・期間」、

消費期限を「食べ切る期限」など） 

・ 期限表示に関する理解が深まるよう、期限の設定方法など、表示の基礎とな

っている科学的な背景について情報提供することも有効と考えられることか

ら、消費者庁などで作成しているＱ＆Ａなどを一層活用する必要がある。 

・ 消費者が食品ロスの削減に取り組む食品関連事業者について理解し、応援す

ることができるよう、食品関連事業者の取組状況を周知することも必要である。 

・ これらのほか、買い物時の工夫、保存方法、開封後の注意事項など食品その

ものに関する基本的な知識、食べ切り・使い切り料理の知恵などに関する情報

の収集・提供を行うことも考えられる。 

 

（２）外食などにおける啓発 

・ 地方公共団体においては、食べ残しを減らすための「食べ切り運動」キャン

ペーンなどが行われている。その中には、宴会時の食品ロスの削減に加えて、

外食事業者側の廃棄コスト削減という効果が出ている事例もある。 

・ 農林水産省が実施した「食品ロス統計調査（平成２１年度）」においても、

外食における食べ残しの比率は宴会等（宴会、結婚披露宴、宿泊施設）で高く

なっていることから、これらをターゲットにすることが考えられる。 

・ 消費者に対して、食べられる分量の注文、宴会等における幹事からの呼び掛

けなど、食べ残しを減らすための協力を呼び掛けるとともに、外食事業者にも

食べ切れる分量のメニューの提供などについて協力を呼び掛ける必要がある。 

・ あわせて、地方公共団体や食品関連事業者が実施している「食べ切り運動」

などの先行事例について更に実績や効果などを収集し、他の地方公共団体や外

食事業者に紹介、普及を図る必要がある。 

・ 外食における食べ残し等の食品の持ち帰りについては、消費者が持ち帰った

後の衛生管理について外食事業者側からの把握が難しいなど、食品衛生上の課

題が指摘されている。食べ残し等の食品の持ち帰りについて、消費者側・外食

事業者側双方に注意事項の情報提供を行うなどの取組もみられることから、こ

のような取組についても情報収集を行っていくことが考えられる。 
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（３）消費者と食品関連事業者などとのコミュニケーション 

・  消費者と食品関連事業者、生産者とのコミュニケーションを増やして、互い

の距離を近付けることにより、食品ロスの削減のための考え方や価値観を理解

し合い、できるだけ専門用語ではなく共通の言葉を使うような関係を構築して

いくことが望ましい。 

・ その中で、商慣習の見直しや賞味期限・消費期限の延長など、製造や流通の

現場において進む食品ロスの削減に向けた取組を消費者に分かりやすく伝え、

消費者の理解と協力を促していく必要がある。 

・ また、行政がフードバンク活動など、消費者と食品関連事業者双方がそれぞ

れの形で参加でき、ともに食品ロスの削減について考えることができる事業を

行政が紹介していくことも有効である。 

 

５．行政の役割 

（１）関係府省庁の連携 

・ 関係６府省庁（内閣府、消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、

環境省）が平成２４年 7月に「食品ロス削減関係省庁等連絡会議」を設け、各

府省庁の食品ロス削減に関する取組の情報共有や消費者の意識改革のための

意見交換などを行っているところである。 

・ 食品ロスの削減に向けて普及啓発などを実施する「NO-FOODLOSS PROJECT」

にもこの枠組みを活用し、各府省庁の多様な行政分野において連携して情報発

信を行っていく必要がある。 

・ また、「NO-FOODLOSS PROJECT」として、官民が一体となって取り組むことが

できるよう、行政、食品関連事業者、消費者団体など関係者からの情報を収集

し、ウェブサイトなどにおいて一元的な情報発信に努める。 

 

（２）国と地方公共団体との連携 

・ 本年度、地方消費者行政活性化基金において、食品ロスの削減を「先駆的プ

ログラム」の１つに位置付け、１４の地方公共団体が調査や普及啓発の事業に

取り組んでいる。この事業により得られた結果も収集し、普及啓発方策の検討

に活用することが求められる。 

・  また、国の関係府省庁が連携する枠組みを生かし、地方公共団体において

も、様々な部局が食品ロス削減に向けて取り組むことができるよう、情報提供

などを行っていく必要がある。 

 

（３）行政と食品関連事業者や消費者団体などとの連携 

・ 食品ロスの削減は、消費者・食品関連事業者双方の理解と協力が必要である

ことから、普及啓発に当たっても、行政のみで行うのではなく、食品関連事業

者や消費者団体などと連携していく必要がある。 

・ その際、行政と食品関連事業者、消費者団体などが協力し合い、専門用語を

できるだけ使わず、共通の言葉でやり取りできるように工夫していく必要があ
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る。 

・ このほか、食品関連事業者と消費者（団体）などとのコミュニケーションの

促進、フードバンクなど消費者と食品関連事業者双方が参加できるような事業

の紹介など、関係者間の連携を促すような取組も進めていくべきである。 

・ なお、消費者の過度な鮮度や品質基準についての要求など、食品ロスが発生

する要因の一つとの指摘があるものの、事業者としては取り上げにくい事項に

ついて、行政や消費者団体が取り上げていくことも有効と考えられる。 

 

（４）当面取り組むべき課題 

 ① 消費者に対する「食品ロス」の問題提起 

・ 関係省庁が連携して「NO-FOODLOSS PROJECT」のロゴマーク「ろすのん」を関

連事業において活用し、露出を増やすことにより、国民全体への周知を目指す。 

・ 関係府省庁から地方公共団体の関係部局に依頼し、周知への協力を得る。 

・ 食品関連事業者などにも「ろすのん」を周知して協力を得ることにより、官

民が協力して「ろすのん」が活用される機会を増やしていく。 

② 食品関連事業者の取組状況の紹介 

・ 納品期限見直しなどの取組を伝え、消費者の理解を促進するとともに、協力

を呼び掛ける。 

・ 消費者が自らの消費活動を通じて食品ロスの削減に取り組む食品関連事業者

を応援するような機運を盛り上げていくことにより、消費者市民社会実現の一

助とする。 

③ 「賞味期限・消費期限」の周知 

・ 賞味期限・消費期限の正しい意味についての周知と理解の促進 

・ 食品表示への関心を持ってもらう（保存方法など） 

・ 手つかず食品の廃棄削減や食べ残しの減少につなげる 

④ 外食における食べ切り運動 

・ 先行する地方公共団体における事業内容や成果を収集、発信することにより、

他の地方公共団体や民間団体における取組を促す。 

 

（５）情報収集 

普及啓発方策の検討や効果測定を行うため、食品ロスの発生状況については、

随時把握していく必要があることから、政府として、家庭における食品の廃棄状

況等を把握するための調査などを実施するほか、地方公共団体や民間団体におけ

る関連調査についても幅広く収集する。 

 

６．おわりに 

  関係府省庁は、本取りまとめに盛り込まれた事項を踏まえつつ、一体となって

「NO-FOODLOSS PROJECT」に取り組み、食品関連事業者・消費者双方から食品ロス

削減に取り組む機運を醸成していく必要がある。 

また、消費者には、食品ロス削減に向けて主体的な役割を果たすことが期待され
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る。消費者が食品ロスに関する認識を深め、自ら何ができるかを考え、行動に移す

ことにより、生産から加工、流通、販売に至るフードチェーン全体にも好循環をも

たらし、社会全体で食品ロスの削減につながっていくと考える。 

消費者の食品ロス削減に向けた意識改革と行動が「消費者市民社会」の形成に向

けた実践例となり、他の分野にも波及していくことが望まれる。 

 

 


